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○栄村定住促進宅地分譲要綱 

令和５年９月４日要綱第29号 

栄村定住促進宅地分譲要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、栄村（以下「村」という。）が定住促進のために整備した住宅用地（以下「分

譲地」という。）の分譲に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号にあげる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 自己住宅：自ら居住するための住宅をいう。 

(２) 定住：住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）の規定に基づき登録を受け、かつ、生活の

本拠を本村に有し居住することをいう。 

(３) 分譲：村内に定住を希望し、かつ、分譲地に自己住宅を建築しようとする者に村が宅地の

所有権を譲渡することをいう。 

(４) 譲受人：宅地の分譲を受ける者をいう。 

（宅地分譲地の詳細） 

第３条 分譲地の位置、面積、区画数、分譲価格等は村長が別に定める。 

（譲受人の資格） 

第４条 譲受人は、村内に定住しようとする者又は現に村内に定住している者であって、次にあげ

る要件のいずれにも該当する者をいう。 

(１) 分譲地の引渡しの日（以下「引渡日」という。）から５年以内に、当該分譲地に自己住宅

を建築することが確約できること。 

(２) 分譲地の分譲代金を村長が指定する期日までに納入できること。 

(３) 自己住宅の所在地を含む地域におけるコミュニティ活動に積極的に参加し、地域との協調

と連帯を図ることができること。 

(４) 本人と同居予定者が、村税等を滞納しないこと。 

(５) 本人及び同居予定者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律

第77号）第２条第６号に規定する暴力団員でないこと。 

(６) 転売を目的とした分譲の申込みでないこと。 

(７) 契約を締結する能力を有する者であること又は破産者で復権を得ない者でないこと。 

(８) その他村長が定める要件を満たしていること。 
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（譲受人の募集） 

第５条 村長は譲受人の募集を公募により行う。 

２ 村長は、前項の規定により譲受人の公募を行うときは、分譲地の位置、面積、分譲価格、譲受

人の資格に関する事項、申込期間、申込方法その他の手続に関する事項を住民等に周知するもの

とする。 

（分譲の申込） 

第６条 分譲を希望する者（以下「申込者」という。）は村長が別に定める申込期間内に栄村定住

促進宅地分譲申込書兼誓約書（様式第１号。以下「申込書」という。）に次にあげる書類を添え

て、村長に提出しなければならない。 

(１) 申込者及び同居予定者全員の住所及びその関係を証する書類 

(２) 申込者及び同居予定者全員の村税等の納付状況が確認できるもの 

(３) その他村長が必要と認める書類 

２ 前項に規定する申込みに要する費用は、申込者の負担とし、いかなる理由があっても村はその

費用の補償はしないものとする。 

（申込書の受理） 

第７条 村長は、申込書が提出されたときは、第４条にあげる資格を審査し、当該申込みの受理又

は不受理について決定するとともに、栄村定住促進宅地分譲申込書の受理、不受理通知書（様式

第２号）により当該決定の内容について申込者へ通知するものとする。 

（申込みの変更等） 

第８条 前条の規定により申込書を受理することと決定された者（以下「予約者」という。）は、

受理された申込書の内容を変更しようとするときは、栄村定住促進宅地分譲希望区画変更届（様

式第３号）により、村長が指定する日までに届出なければならない。 

２ 予約者は、申込みを取下げようとするときは、栄村定住促進宅地分譲申込取下書（様式第４号）

により、村長が指定する日までに提出しなければならない。 

（譲受人の決定） 

第９条 村長は、１つの区画について複数の予約者が分譲の申込みをしたときは、抽選等の公正な

方法（以下「抽選等」という。）により譲受人を決定するものとする。 

２ 前項の場合において、公募した他の分譲地に予約者がいない区画があったときは、同項の抽選

等により譲受人として決定されなかった予約者は、当該他の分譲地の分譲について申込みをする

ことができる。この場合において、譲受人の決定方法は、前項の規定を準用する。 
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３ 村長は、前２項の規定により譲受人を決定したときは、栄村定住促進宅地分譲譲受人決定通知

書（様式第５号）により、当該譲受人と決定した者（以下「決定者」という。）に通知するもの

とする。 

（土地売買契約の締結等） 

第10条 決定者は、村長が指定する契約の締結期限（以下「契約締結期限」という。）までに、前

条の規定による決定に係る分譲地の分譲についての土地売買契約を締結しなければならない。た

だし、村長が特別の理由があると認めるときは、契約締結期限を延長することができる。 

２ 決定者は、前項に規定する契約締結時において、次にあげる書類を添えて、村長へ契約書を提

出しなければならない。 

(１) 決定者の印鑑証明 

(２) その他村長が必要と認める書類 

（分譲代金の納入） 

第11条 決定者は、契約日から村長が指定する期日（以下「納入期限」という。）までに分譲代金

を村長が指定する方法により、村に納入しなければならない。ただし、村長は特別な理由がある

と認めるときは、納入期限を延長することができる。 

（分譲地の引渡） 

第12条 分譲地は、分譲代金の完納後速やかに、村長が指定する職員と決定者が立会いの上、現状

のまま引渡すものとする。この場合において、栄村定住促進宅地分譲引渡確認書（様式第６号）

を決定者に交付し、決定者は、栄村定住促進宅地分譲受領書（様式第７号）を村長に提出するも

のとする。 

２ 決定者は、分譲地の引渡し後は、分譲地を常に良好に管理し、快適な住宅環境の維持に努めな

ければならない。 

３ 分譲地の管理責任は、分譲地の引渡しを行ったときから決定者に移るものとし、管理上の一切

の費用及び災害その他の損害は、決定者の負担となる。 

（所有権移転登記及び買戻特約登記） 

第13条 村長は、分譲地の引渡し後、速やかに決定者に対し、分譲地の所有権移転登記及び買戻特

約登記を行うものとする。 

２ 前項に規定する買戻特約登記の期間は、契約の日から５年とする。 

３ 登録免許税その他登記に要する経費は、決定者の負担とする。 

（自己住宅の建築基準） 
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第14条 分譲地に建築することができる建築物の用途、規模及び形態等は、建築基準法（昭和25年

法律第201号）の規定に定めるもののほか、関係法令に遵守しなければならない。 

（建築工事の着手及び居住） 

第15条 決定者は、引渡日から５年以内に自己住宅の建築工事に着手し、居住しなければならない。

ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。 

２ 決定者は、自己住宅の建築工事に着手したときは、速やかに建築工事着手届（様式第８号）を

村長に提出しなければならない。 

３ 決定者は、自己住宅の建築工事がしゅん工したときは、速やかに建築工事しゅん工届（様式第

９号）を村長に提出しなければならない。 

（制限行為） 

第16条 決定者は、引渡日から５年間は、次にあげる行為をしてはならない。ただし、前条におい

て期限の延長を承認した場合は、延長した期限までとする。 

(１) 分譲地に地上権、質権、使用貸借権、その他の使用収益を目的とする権利を設定すること。

ただし、住宅ローンとして住宅金融支援機構等を利用する抵当権の設定は除く。 

(２) 分譲地を第三者に賃貸し、又は売買、贈与、交換及び出資等により分譲地の所有権を移転

すること。ただし、相続により当該権利が移転する場合を除く。 

(３) 分譲地に賃貸用の建築物を建築し、又は建築した建物を賃貸すること。 

（禁止行為） 

第17条 決定者は、次にあげる行為をしてはならない。 

(１) 分譲地を暴力団事務所、風俗営業、性風俗特殊営業その他これらに類する事業に供するこ

と。 

(２) 分譲地を分割すること。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、この限りでは

ない。 

(３) 通常必要とされる程度を著しく超えて分譲地の形状を変更すること。 

(４) その他社会通念上、近隣の住人に迷惑をおよぼすおそれがある行為をすること。 

（譲受人の決定の取消し及び土地売買契約の解除） 

第18条 村長は、決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、譲受人の決定を取消し、又は土

地売買契約の解除をすることができる。この場合において、既に納入された分譲代金があるとき

は、決定者に返還するものとする。ただし、当該返還金に利息は付さないものとする。 

(１) 譲受人が決定の取消し又は契約の解除を書面で申し出たとき。 



5/17 

(２) 虚偽の記載又は不正な手段によって分譲の申込みが行われたとき。 

(３) 第４条の規定する譲受人の資格を欠くに至ったとき。 

(４) 土地売買契約を締結しないとき又は納入期限までに分譲代金を完納しないとき。 

(５) 分譲の引渡しを受けないとき。 

(６) 第13条に規定する登記に協力しないとき。 

(７) この要綱又は土地売買契約の規定に違反したとき。 

２ 村長は、譲受人の決定を取消した場合にあっては栄村定住促進宅地分譲譲受人決定取消通知書

（様式第10号）により、契約を解除した場合にあっては栄村定住促進宅地分譲土地売買契約解除

通知書（様式第11号）により、決定者に通知するものとする。 

（買戻権の行使等） 

第19条 村長は、決定者がこの要綱又は土地売買契約の規定に違反したときは、分譲地を買い戻す

ことができる。 

２ 前項の規定により村長が買戻権を行使した場合において、村が損害を受けたときは、決定者は、

これを賠償しなければならない。 

（原状回復の義務） 

第20条 決定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、自己の負担において当該分譲地を現状

に回復し、返還しなければならない。 

(１) 前条の規定により村長が分譲地を買い戻したとき。 

(２) 第17条に規定する禁止行為を行ったとき。 

(３) 第18条の規定により土地売買契約が解除されたとき。 

（違約金） 

第21条 第18条の規定により譲受人の決定を取消し又は契約を解除した場合は、決定者は、違約金

として分譲代金に10分の１を乗じて得た額を村に支払わなければならない。 

（有益費等請求権の放棄） 

第22条 決定者は、第18条及び第19条の規定により契約を解除又は分譲地を買い戻された場合にお

いて、当該分譲地に投じた有益費、必要費その他の費用について、これを村に請求しないものと

する。 

（費用等の負担） 

第23条 分譲地の売買契約、買戻しの登記、買戻抹消登記等に要する費用、分譲地の引渡し日以降

に賦課される公租公課、各種負担金等は、全て決定者の負担とする。 
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（その他） 

第24条 この要綱に定めるもののほか、分譲地の分譲に関し必要な事項は、村長が別に定める。 

付 則 

この要綱は、公布の日から施行する。 

様式第１号（第６条関係） 
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様式第２号（第７条関係） 
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様式第３号（第８条関係） 
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様式第４号（第８条関係） 
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様式第５号（第９条関係） 
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様式第６号（第12条関係） 
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様式第７号（第12条関係） 
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様式第８号（第15条関係） 
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様式第９号（第15条関係） 
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様式第10号（第18条関係） 
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様式第11号（第18条関係） 

 


